
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

被災地へ。 

3 月 11 日の東日本大震災の発生からまだ間もない頃、新地町、相馬市、南相馬市に行き、市長や町長にお
会いして、必要な支援などについてお話を伺ったほか、避難所も訪ねました。 
何キロにもわたって続く景色は、そこに集落があったとは思えないほど一面がれきの山となり、集落の跡

はなく、地震、津波の大きさと悲惨さを痛感しました。 
それぞれの町や市では町長や市長にお目にかかり、

政府に対する要望などについてお話を伺いました。い
ずれの首長も住民の救済に全力で取り組んでおられ、
そのご努力に頭の下がる思いでした。 
 視察では、避難所となっている小学校にも訪問さ
せていただきました。慣れない避難所生活に疲れた
様子の方々も多くいらっしゃいましたが、子どもたち
の笑顔があり、少し救われたような気持ちになりまし
た。 
震災から 2 カ月余りが経過し、被災地のニーズも随分、変わってきています。復旧、復興へと少しずつ進ん

できています。そうした中でがれきの処理の問題、放射性物質の問題など、課題は山積していますが、現地
の皆様の声を聞かせていただきながら全力で支援をしていきます。 

２ ０ １ １ ． 6 ．１
号  外 

（滋賀県参議院選挙区 
第１総支部版） 

民主党滋賀県参議院選挙区第１総支部 
〒527-0023 
滋賀県東近江市八日市緑町 16-13 
TEL：0748-20-0935/ FAX：0748-20-0936 
URL：www.93co.jp / Email：hayashi@93co.jp 

1997 年 4 月 25 日 第 3 種郵便物認可 

 

震災から 2 ヶ月あまり 

東日本大震災の発生から 2 カ月あまり
が経過しました。 
今回の大震災でお亡くなりになられた

方々のご冥福をお祈りするとともに、被
害に遭われた皆様に心からお見舞い申し
上げます。また滋賀県において被災され
た方々の受け入れをしていただいている
こと、義援金など多様なご支援をいただ
いていることに、感謝申し上げます。 
 1,000 年に 1 度といわれる今回の大震
災から復旧、復興するまでにはまだ時間
がかかります。被災者の皆様の生活再建
も困難が伴います。一瞬にして家族も家
も故郷も失った皆様、苦しい中でも歯を
食いしばって前に進もうとしている皆様
の力になれるよう、仮設住宅の建設、耐
震化の促進などを盛り込んだ第一次補正
予算も成立しました。 
補正予算を着実に実行することで、復

興の基盤をつくっていきたいと思いま
す。 

文部科学大臣政務官 



 

原子力損害賠償紛争審査会 

原子力損害賠償法を所管する文部科学省では、被災者の皆様に対する損害への補償の範囲等を決める 
指針を策定する「原子力損害賠償紛争審査会」を
設置しています。4 月 28 日には第 1 次指針を策定
し、福島第 1原発の事敀によって避難を余儀なくさ
れた方々の避難費用や治療費、精神的損害、避難
対象区域内で事業や農林漁業を営んでいた方の
営業損害、就労不能になったことについての損害
等について補償することを決定しました。 
 そして今、今月末を目処に第 2 次指針を策定す
る予定で、商品・サービスの取引拒否、価格下落等
による減収分、農林漁業に関する出荷制限や風評
被害による取引拒否、作付の断念、ホテルや旅館
業等の観光業に関して商品・サービスを敬遠したく
なる心理を一般に是認できる場合の損害なども含
めた、いわゆる「風評被害」についても、盛り込ま
れる見込みです。 
 一方で、対象範囲があまりに広く、多くの方々が
損害を受けていらっしゃいますので、どのように、
何を基準に損害額を算出していくのか等、現状の 
調査や研究を重ねなければならない課題も山積しています。それでも、しっかりとスピード感をもって、1日で
も早く、しっかりと補償を行うことができるよう取り組みます。 

国会答弁も、連日。 

連日、国会での対応も続いています。担当の文部科学委員会だけではなく、農林水産委員会、外交防衛委 
員会、内閣委員会など数
多くの委員会で、原子力
損害賠償紛争審査会の
指針や放射線モニタリン
グなどについて答弁に
立っています。 
国会における有意義な

議論を積み重ね、有効な
対策を速やかに講じてい
きたいと思います。 

植樹祭への出席、地元活動も充実！ 

天皇皇后両陛下のご臨席のもと和歌山県で開催された「第 62
回全国植樹祭」に出席しました。非常に大きく育つとされる「イチ
イガシ」の植樹をさせていただいたり、文部科学大臣賞の表彰を
させていただきました。 
週末もこうした公務などが入り、思うように地元活動ができな

い日々でもありますが、時間を見つけて地元の皆様へのご挨拶
まわりやお世話になっている皆様の会合への出席などをさせて
いただいています。 
引き続き、国会でも地元でも精力的に活動してまいります！ 
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